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　　主 　要 　事 　業 　の 　概 　要
５）産業の振興・雇用の創出

（単位：千円）

新規 事　　業　　名 各 部 局 の 要 求 査   　　定　　   後 査 定 の 考 え 方 所 管 課

事 業 費 概　　　　　要 事 業 費 概　　　　　要

 企業的農業法人育 167,983 ○企業的経営感覚のある農業法人を育成すると 169,310 ②企業参入促進モデル事業 農林水産部

 成推進事業 　ともに、企業の農業参入を促進し、将来の担 　・既存の県単制度との比較 ［農業振興課］

　い手づくりと雇用の受け皿づくりを推進 　［既存］企業が農業法人を設立

【新規事業】 　　　　　し農業に参入する場合

  ①参入意向企業調査研究支援事業　 10,000 　　　・補 助 率：１/３～１/２

　　農業参入前の消費者ニーズ把握、技術研修 　　　・補助上限：２５百万円

　　等に要する経費を無利子貸付け 　［要求］企業が直接農業に参入

　　・貸 付 率：１/２(貸付上限：２百万円) 　　　　　する場合

　　・原則１年（最長２年）以内に参入すれば 　　　・補 助 率：１/３

　　　償還免除 　　　・補助上限：５０百万円

　　・事業期間：Ｈ１５～Ｈ１６ 　・農業法人設立のハードルを勘

　②企業参入促進モデル事業　　　　100,000 ②企業参入促進モデル事業　　　   　案すれば、直接参入の企業を

　　企業が直接農業に参入する場合の施設・設 　　・補 助 率：１/３～１/２ 　　支援する制度は必要だが、農

  　備等の整備費を支援 　　　　　　　　（上限額：２５百万円） 　　業法人を支援する既存制度を

　　・補 助 率：１/３ 　　上回るのは不適当

　　　　　　　　（上限額：５０百万円） ③企業参入促進資金利子補給金

　　・事業期間：Ｈ１５～Ｈ１７ 　・企業が直接参入する場合の補

【拡充事業】 ◆資金及び利子補給制度を創設 　　助残分については、資金制度

　○企業参入促進員の配置　　 　　　14,201 ③企業参入促進資金利子補給金　　　  1,382 　　がないため、査定において資

　　石見産業支援センターに促進員を配置し、 　　企業が直接農業に参入する場合の施設・設 　　金及び利子補給制度を創設

　　産業振興財団石見オフィス等と連携した支 　　備等の整備に必要となる資金制度を創設し、

　　援体制を整備 　　農業近代化資金並びとなるよう利子補給

　　・貸付利率：１．２％(利子補給後)

　　・融資機関：農協・銀行等

　　・事業期間：Ｈ１５～Ｈ１７

 がんばる島根農林 1,500,000 ○地域の立地条件を活かした特色ある農林業の 1,000,000 【要求段階の見直し】 農林水産部

 総合事業 　振興を図るため、市町村農業戦略に基づいた ○新農業・農村活性化プランに対〔生産指導課〕

　地域の自主的で意欲ある取り組みに対し総合 　する現状分析に基づき、所要の

　的な支援を行い、米、園芸、畜産のバランス 　見直しを行う。

　のとれた本県農業を構築する。平成１５年度 　・水稲の生産機械・施設整備に

　は、事業効果を高めるため補助メニュー等の 　　ついて、対象組織を重点化

　見直しを行う。 　・環境にやさしい農業を推進す

【継続事業内容】 ○継続事業については、次の３事業のみとし、 　　るため、補助対象を追加

　・実践活動支援事業 　他の２事業は別事業として構築 　・生産振興に直接的効果が低い

　・生産施設等整備事業 　・実践活動支援事業 　　農道整備等を対象外 等

　・水田農業活性化特別対策事業 　・生産施設等整備事業 【査定における整理】

　・エコロジー農業推進支援事業 　・特認事業（特に必要と認める事業） ○施策目的の異なる事業が混在し

　・特認事業（特に必要と認める事業） 　ているため、行政評価の導入に

【新規事業内容】 ○新規事業については【６月補正検討】 　併せ、本事業から分離し別事業

　・市町村重点課題推進事業 　として構築

　・多品目型産地生産振興事業  ・水田農業活性化特別対策事業

 　（100,000千円）

 ・エコロジー農業推進支援事業

 　（100,000千円）

○新規要求事業については、事業

　の目的や対象等、課題の整理を

　行った上で別事業として、６月

　補正検討とする。

　（２事業合計 300,000千円）

 ・市町村重点振興課題推進事業

 ・多品目型産地生産振興事業

新規  安全安心しまねの 12,848 ○安全で安心な県内農産物の生産・流通と消費 12,800 ○要求概要のとおり ○事業費の精査 農林水産部

 農産物生産確立事 　者の信頼を継続的に確保するための体制整備 ［生産指導課］

 業 　・生産者：使用農薬等の栽培履歴の記帳

　・ＪＡ等：出荷農産物の残留農薬等の自主検

　　　　　　査栽培履歴、検査結果等を全国シ

　　　　　　ステムで公開

　・消費者：公開情報をインターネットで閲覧

新規  しまね産牛肉生産 3,700 ○国の個体識別システム（牛の履歴検索）と連 3,553 ○要求概要のとおり ○事業費の精査 農林水産部

 情報システム化事 　携し、牛肉に係る情報を消費者等へ提供する 　 〔畜産振興課〕

 業 　システム構築

〔要求時事業名〕 　・提供情報：給与飼料、生産農家情報等

 しまね産和牛肉生 　・提供手法：県ホームページ、しまね和牛肉

 産情報システム化 　　　　　　　協力店での店頭表示

 事業
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　　主 　要 　事 　業 　の 　概 　要
５）産業の振興・雇用の創出

（単位：千円）

新規 事　　業　　名 各 部 局 の 要 求 査   　　定　　   後 査 定 の 考 え 方 所 管 課

事 業 費 概　　　　　要 事 業 費 概　　　　　要

新規  畜産経営強化支援 8,384 ○本県畜産業の中核を担う大規模経営体を育成 8,384 ○要求概要のとおり ○利子補給継続の考え方 農林水産部

 事業 　するため、大規模化を目指す農家の計画づく 【要　求】 ［畜産振興課］

　りから実践までを総合的に支援 　５年以内に法人化できなかった

　・事業期間：Ｈ１５～Ｈ１７   経営体は利子補給を打切り

【主な事業】 【査　定】

　①畜産経営管理啓発事業 　安定した経営体として法人化を

　　経営のコスト意識や経営管理能力を高める 　目指すものの、目標とした大規

　　ため、専門家による指導や先進農家での研 　模化が達成されれば、利子補給

　　修 　を継続

　②畜産経営プランニング支援事業

　　規模拡大に向けた経営計画の策定を金融等

　　の専門家チームで支援

　③計画実践支援事業

　　計画に基づく施設整備や牛導入に必要な制

　　度資金の利子補給(無利子化)

新規  木質資源活用維新 20,000 ○木質資源の幅広い活用による｢産業の振興｣と 14,000 ○要求概要のとおり ○事業費の精査 農林水産部

 事業 　「環境の保全｣の両立を目指した推進計画づ ○全庁的な取り組みが不可欠であ［林業振興課］

　　　　　【再掲】 　くり 　り、各部局が横断的に連携して

【計画の主な内容】 　取り組むことが必須

〔要求時事業名〕 　・基本目標と施策体系

 木質資源活用維新 　・県民、企業、行政の役割と数値目標

 ・新世紀ふるさと 　・重点プロジェクト

 島根づくり事業 ○東部・西部山びこ会議等で各界の意見集約や

　実施可能な事業を進めながら策定

新規  漁業漁村チャレン 50,000 ○本県漁業、漁村の厳しい現状を打破し、漁村 　　　─ 　 （※「新たな漁業経営チャレンジ事業」と ○施策目的の異なる事業が混在し 農林水産部

 ジ支援事業 　地域での雇用の創出や経営の改善を図るため、 　　「新規漁業就業者自立支援事業」に再構築）　ているため、別事業として再構〔水産振興課〕

　地域の実状に応じた自主的な取り組みに対し 　築

　支援を行う。 【再構築後の事業名】

　事業期間：平成１５～１７年度 　①新たな漁業経営チャレンジ事

　【主な事業】 　　業

　　・新規産業の創出、経営の複合化、安全衛 　②新規漁業就業者自立支援事業

　　  生対策等に対する支援

　　・新規就業者の定着促進を図るため、漁業

　　　技術習得等に対する支援

新規  新たな漁業経営 　　─ 　 　（※「漁業漁村チャレンジ支援事業」を 30,000 ○漁業者グループ等が行う漁業複合化、品質向 ○要求では事業費上限３０百万円 農林水産部

 チャレンジ事業 　　　再構築） 　上、流通改善等の経営改善を目指した自主的 　であるが、想定される事業規模［水産振興課］

  な取組みを支援 　及びソフト事業中心の内容であ

　・補 助 率：１/２(事業費上限：10百万円) 　ることを勘案し、１０百万円に

　・交 付 先：市町村 　査定

　・事業期間：Ｈ１５～Ｈ１７ 　　

○各実施主体において事前に目標数値（増加生

　産額等）を設定

新規  新規漁業就業者 　　─ 　 　（※「漁業漁村チャレンジ支援事業」を 10,000 ○新規漁業就業者の定着促進を図るため、新規 ○要求では、本人に係る経費（日 農林水産部

 自立支援事業 　　　再構築） 　就業希望者の漁業体験や漁業技術習得研修を   当、滞在費）も含まれていたが、［水産振興課］

　受け入れる事業体等の経費を支援 　これらは定住財団の産業体験事

　・漁業体験：　７５千円/人 　業で対応

　・技術研修：３５０千円/人 ○農業の受入事業体に対する支援

　・事業期間：Ｈ１５～Ｈ１７ 　制度をベースに、漁業独特の特

○受入目標：漁業体験：４０人/年 　殊な経費(船舶臨時検査料等)を

　　　　　　技術研修：２０人/年 　上乗せし単価を設定

新規  宍道湖・中海水産 30,000 ○淡水化中止に伴い汽水域として存続すること 30,000 ○要求概要のとおり ○要求どおり 農林水産部

 業活性化プロジェ 　となった宍道湖・中海での魚礁・増殖場造成 　 ［水産振興課］

 クト事業 　等をモデル的に実施

　・事業期間：Ｈ１５～Ｈ１７

○試験操業、潜水・追跡調査等により効果を検

　証し、今後の振興施策に活用

【主な事業】

　・宍道湖：浮島増殖施設

　・中　海：魚礁設置や本庄水域での種苗放流
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　　主 　要 　事 　業 　の 　概 　要
５）産業の振興・雇用の創出

（単位：千円）

新規 事　　業　　名 各 部 局 の 要 求 査   　　定　　   後 査 定 の 考 え 方 所 管 課

事 業 費 概　　　　　要 事 業 費 概　　　　　要

 しまねブランド総 216,174 〇県産品の生産～加工～流通～販売に至るまで 168,807 ○要求概要のとおり ○県産品ＰＲ事業→ＰＲ内容の見 農林水産部

 合推進事業 　の一体的な取り組みによる「売れるものづく 　直し 商工労働部

　り」と「県産品のブランド化」を図ることに ○「しまねブランドおいしさ満載 ［しまね　

　よって「しまねブランドの確立」を実現 　ネット」は、システム機能の絞 ブランド

　〈主な事業〉 　り込み 推進室］

　　・ブランド化基本方針に基づく意欲ある生 ○まるごとしまねフェアは、物産

　　　産・製造者の重点的支援 　展でのＰＲ等を縮減

　　　→「ブランド化総合支援事業」【別掲】 ○しまねショップ事業は、店舗で

　　・雑誌等を活用した県産品ＰＲ事業 　のＰＲ等を縮減

　　・「しまねブランドおいしさ満載ネット」

　　　の機能拡充

　　・県産品販売協力店（しまねショップ）に

　　　対する支援

  　・実需者である飲食店への売り込みを図る

  　「デリシャスしまねっと事業」

 　 ・その他ブランド化推進のための農林畜水

  　　産分野での個別支援

新規  ブランド化総合 (24,500) ○農林水産品及び県内産品を使った加工品を対 (20,500) ○要求概要のとおり ○専門家に係る経費を精査 農林水産部

 支援事業【別掲】 　象にブランド化実行プランを公募し、３品目 ○加工品は、県内産原材料を使っ 商工労働部

  程度選定 　たものに限定 ［しまね　

 ※「しまねブランド 　・選定基準：こだわり、品質、生産者のやる ○公募はＨ１５のみとし、先ずは ブランド

　 総合推進事業」の              気等 　事業の成果を上げること 推進室］

　 一部 ○選定したプランについては、専門家の指導に

　よるバックアップと併せ、生産者の取組みを

  支援

　・補 助 率：１/２(補助上限：2,500千円) 　

　・助成期間：Ｈ１５～Ｈ１７

  

 地産地消総合推進 59,296 ○地元で生産された農林水産物を地元で消費す 42,398 ○要求概要のとおり ○事業費の精査 農林水産部

 事業 　る地産地消を推進し、新鮮で安全安心な地元 商工労働部

　産品の消費拡大を実現 ［しまね　

【主な事業】 ブランド

　①地産地消流通システム構築支援事業 推進室］

　　生産者と小売店、学校、福祉施設等の需要

　　者サイドが一体となった取組みを支援

  　・補 助 率：１/２(補助上限：1,500千円)

　　・事業期間：Ｈ１４～Ｈ１７

　②地産地消推進運動事業

　　・ＴＶ等でのＰＲや県推進大会の開催

　　・各地域協議会単位でのフォーラム開催

　　・｢おいしいしまねの日｣に県産食材を給食

    　に提供

　③しまね故郷料理店認証事業

　　県産品を食材とした料理や郷土料理を提供

　　する飲食店の認証とＰＲ

 手仕事産業支援事 30,000 ○手仕事を中心とする伝統工芸技術の継承・活 20,000 ○要求概要のとおり ○事業費の精査 農林水産部

 業 　性化のための後継者育成、販路拡大 商工労働部

【主な事業】 ［しまね　

　①小中学生に対する体験プログラム ブランド

　　総合学習の場等を活用した伝統工芸品に対 推進室］

　　する理解の増進への取組

　②後継者育成支援事業

　　就業希望者の受入事業者に対する助成、貸

　　付

　③販路拡大支援

　・大都市での展示会の開催

　・全国女性伝統工芸士展(津和野町)への支援

 対岸経済交流事業 11,775 〇友好交流地域（韓国慶尚北道、中国吉林省、 11,775 ○要求概要のとおり ○要求どおり 商工労働部

　中国寧夏回族自治区、ロシア沿海地方）との 〔商工企画課〕

　経済交流機会の創出・拡大を図るために、経

　済交流団や県内企業への外国人研修生を受け

　入れ
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　　主 　要 　事 　業 　の 　概 　要
５）産業の振興・雇用の創出

（単位：千円）

新規 事　　業　　名 各 部 局 の 要 求 査   　　定　　   後 査 定 の 考 え 方 所 管 課

事 業 費 概　　　　　要 事 業 費 概　　　　　要

 国際経済交流拠点 60,624 〇浜田港の利活用促進のため、浜田港振興会の 60,624 ○要求概要のとおり ○要求どおり 商工労働部

 整備事業 　事業支援（浜田港振興会負担金）など国内外 〔商工企画課〕

　の企業へのポートセールスを展開

＜主な事業＞

１．コンテナ港路利用促進補助金

　他港利用の貨物が浜田港を利用した場合に荷

　主企業へ支援

　(1)１企業あたり２回目まで

　　　　　　　～２万円／20ﾌｨｰﾄｺﾝﾃﾅ１本

　　　　　　　　　　※40ﾌｨｰﾄｺﾝﾃﾅ：３万円

　(2)（拡充）３回目以降

　　　　　　　～5千円／同上(ﾄﾞﾗｲｺﾝﾃﾅ)

　　　　　　　　8千円／同上(冷凍冷蔵ｺﾝﾃﾅ)

２．コンテナ港路運行確保補助金（継続）

　採算ラインである１寄港あたり50本との不足

　分について、船会社に対し１本あたり１万円

　を補助

３．貿易アドバイザーの設置（継続）

　コンテナ港路の拡大のため貨物の創出及び貿

　易相談等の業務を実施

４．港湾使用料の減免（新規）

　船会社の港湾使用料の１／２を減免

５．浜田港国際物流開発専門員の設置（新規）

　コンテナ港路拡大のため県東部、山陽方面で

　ポートセールスを実施するために松江、広島

　に１名ずつ人員を配置

　

 中小商業活性化対 80,121 〇中心市街地の空洞化による商店街の衰退や中 80,121 ○要求概要のとおり ○要求どおり 商工労働部

 策事業 　山間地域における人口の減少等による商店の 　 〔商工企画課〕

　廃業などに対処するため、活力と個性あふれ

　る店づくりと魅力ある商業集積整備等を支援

 しまね創造的企業 374,409 ○創業から新製品のアイデア、技術・研究開発、 341,000 ①産業創出総合支援助成金 商工労働部

 総合支援事業 　販路開拓に至る企業の発展段階に応じ、しま 　・可能性調査の助成率 ［企業振興課］

　ね産業振興財団が総合的に支援 　　→よりリスクや労力の大きい

○建設産業支援の視点も踏まえ、新規創業や新 　　　新規創業、新分野進出に限

　分野進出を重点的に支援するため制度を拡充 　　　り認める。

【主な制度拡充】 　・助成金の枠拡大

　①産業創出総合支援助成金 ①産業創出総合支援助成金 　　→これまでの事業実績と既存

　　・可能性調査の助成率：１/２ → ２/３ 　・可能性調査の助成率 　　　枠の規模を考慮し、可能性

　　・助成金の枠拡大 　　　新規創業、新分野進出に限定 　　　調査及び研究開発に限り一

　　　　可能性調査　　１０ →　 ３０百万円 　・助成金の枠拡大 　　　定の枠拡大を認める。

　　　　研究開発　　１００ → １２０百万円 　　　　可能性調査　 １０ →   ２０百万円

　　　　販売ｼｽﾃﾑ　　　３０ →　 ４０百万円 　　　　研究開発   １００ → １２０百万円

　　　　販売ｼｽﾃﾑ  　 ３０ → 　３０百万円

　②しまね創業スペース補助金 ②しまね創業スペース補助金

　　・対象業種：製造業､ソフト等 → 全業種 　・対象業種の撤廃は認める

　　・枠 拡 大：１４ → ２６百万円 　・枠 拡 大：１４百万円 → ２０百万円

新規  しまね産学官連携 78,860 〇新産業創出を加速するため、産業支援機能の 28,912 ○しまね産業振興財団を中核に、産学官の知的 ○県事業としまね産業振興財団事 商工労働部

 促進事業 　ネットワークをさらに強固なものとし、 　資源をフル活用し技術シーズの事業化にチャ 　業を事業目的に添った形で別事［企業振興課］

　「産」（産業界）・「学」（大学や高専等）   レンジ 　業化

　・「官」（行政等）の人材・技術等を結集し 【主な事業】 　・県 事 業：新産業創出プロジ

   　て、特定テーマに絞った商品・技術開発と事 　①技術振興アドバイザーの設置 　　　　　　　ェクト推進事業

　業化に取り組む 　　技術シーズとニーズをマッチングするとと 　・財団事業：しまね産学官連携

　　もに、産学官をコーディネート 　　　　　　　促進事業

　②事業化可能性試験 ○財団事業の事業費の精査

　　企業が主体的に行う研究開発の前段階で、

　　産学官が連携し事業化の可能性を試験調査
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　　主 　要 　事 　業 　の 　概 　要
５）産業の振興・雇用の創出

（単位：千円）

新規 事　　業　　名 各 部 局 の 要 求 査   　　定　　   後 査 定 の 考 え 方 所 管 課

事 業 費 概　　　　　要 事 業 費 概　　　　　要

新規  新産業創出プロ 　　─ 　 　（※「しまね産学官連携促進事業」の一部と 30,600 ○全国的視点でビジネスシーズを発掘し、新産 ○事業費の精査 商工労働部

 ジェクト推進事業 　　　「新事業創出型民間活動支援モデル事業」 　業創出に向けたプロジェクトを戦略的かつス 　・健康食品関連企業へのｺﾝｻﾙ ［企業振興課］

　　　を再構築） 　ピード感を持って推進 　　助成

【主な事業】 　　　既存の専門家派遣事業を利

　①産業創出プロデューサーの配置 　　　用

　　事業化の経験豊かなプロの視点を持った民 　・県推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(枠もの)

　　間人材を活用し、プロジェクトを推進 　　　必要に応じて補正検討

　②健康食品産業クラスター形成事業

　　消費者の食に対する安全安心、健康志向の

　　高まりを背景に、本県の自然環境を活かし

　　た健康食品産業の集積を関係部局が連携し

　　て推進

　③新事業創出民間活動支援事業

　　民間団体が行う新事業創出のための取組み

    を支援し、県と協働・連携しながら推進

　　・対象団体：NPO法人ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄひかわ

　　・補 助 率：１/２

新規  新事業創出型民間 10,000 〇新事業や新分野への進出を目指す地域の事業 　　　─ 　 　（※「新産業創出プロジェクト推進事業」の ○県と民間が協働・連携し新産業 商工労働部

 活動団体支援モデ 　者を支援するため、民間団体が行うビジネス       一部として再構築） 　の創創出を目指す事業であり、〔企業振興課〕

 ル事業 　・インキュベート事業（ビジネスシーズを全 　 　目的が同一の「新産業創出プロ

　国的視野で探索し、地域の企業に提案し、事 　ジェクト推進事業」に統合

　業化を援助する活動）をモデル的に支援

新規  石見産業支援セン 19,959 ○石見地域における産業振興及び地域づくり支 18,288 ○要求概要のとおり ○事業費の精査 商工労働部

 ター整備事業 　援を総合的・横断的に展開する体制を整備 　 ［企業振興課］

【施設の概要】

〔要求時事業名〕 　・場　　所：旧浜田ｻﾃｨﾋﾞﾙ(浜田市朝日町)

 いわみビジネスサ 　・利用形態：ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝﾙｰﾑ､交流サロン､

 ポートセンター              相談室等

 整備事業 　・開設時期：Ｈ１５年４月

【入居機関】

　・しまね産業振興財団石見オフィス

　・ふるさと島根定住財団石見オフィス

　・しまね農業振興公社

　　　　企業参入促進センター石見支所

　・島根県商工会連合会石見支所

新規  産業支援体制の 　　─ 　 ○外部人材を活用した体制強化 　　　─ 　 ○要求概要のとおり ○要求どおり 商工労働部

 強化 　①産業技術センター所長 ［企業振興課］

　　民間の人材を登用し、経営感覚を活かした

　　組織と研究内容のレベルアップ

　　・氏　名：尾 野　幹 也(おの みきや)

　　　三菱マテリアル株式会社 元取締役副社長

　　　　　　　　　　　　　　 現技監(特別顧問)

　②産業創出プロデューサー［再 掲］

　　・氏　名：矢　野　  仁(やの　じん)

　　　元シャープ株式会社 液晶担当常務取締役

　　　元シャープエンジニアリング株式会社社長

○石見地域の体制強化

　①石見産業支援センターの設置［再 掲］

　②浜田工業技術指導所の充実

　　全産業分野への技術的な指導・相談機能、

　　企画調整機能を整備

　　・名称変更：浜田技術センター

　　・総合支援室を新設

　　・窯業科と食品科を再編し、研究開発科を

　　　設置

新規  県内製品等活用推 23,100 ○県内企業による開発製品・製造品等について 5,157 ○要求概要のとおり ○ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築及びＰＲ 商工労働部

 進事業 　情報提供の場を設置し、製品の優位性等を広 ○一部経費を平成１４年度２月補正に前倒し 　可能な限り早期に着手し、事業〔企業振興課〕

　くＰＲ 　効果を出す必要があるため、前

①企業ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築及びｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる情報 　倒し

　提供 ○広報関係費については、広報課

②県内企業の成功事例の広報～TV番組の製作・　 　予算での実施を検討

　放映

③県内製品デザイン開発支援

　県内中小企業のﾃﾞﾞｻﾞｲﾝへの関心の喚起及び

　製品開発力向上のため、専門ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによ

　る指導等
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　　主 　要 　事 　業 　の 　概 　要
５）産業の振興・雇用の創出

（単位：千円）

新規 事　　業　　名 各 部 局 の 要 求 査   　　定　　   後 査 定 の 考 え 方 所 管 課

事 業 費 概　　　　　要 事 業 費 概　　　　　要

 しまね的コミュニ 12,954 ○石見地域や中山間地域等での地域課題の解決 6,000 ○関係機関が連携して取り組む事 商工労働部

 ティ・ビジネス 　や雇用の受け皿づくりのため、コミュニティ 　業であるが、特にふるさと島根〔企業振興課〕

 創出事業 　ビジネスを創出 　定住財団としまね産業振興財団

【事業内容】 　の役割の整理

　①セミナーの開催 　・産業財団：ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽの

　             ［石見、中山間地域で各１回］ 　　　　　 　 考え方を問題提起

　　個人・グループの意識の醸成              し意識改革を促進

  ②シリーズ講座の開催 　・定住財団：地域課題解決のた

　　　　　　　　　　［３地域で５回シリーズ］ 　　　　　　　め地域へ入り込む

　　具体的な地域課題の解決策やビジネス化の              活動を主体的実施

　　可能性を専門家の井戸端会議的講座で議論       ①～③に限り要求概要のとおり認める ○上記の考えを踏まえ､④ｺﾐｭﾆﾃｨ

　③大学での公開講座の開催 　ﾋﾞｼﾞﾈｽ創出助成金、 ⑤人材バ

　　　　　　　　　　　　［両大学で各１５回］ 　ンクの設置は定住財団で事業化

　　島根大学、県立大学で全国の学生起業家と

　　の交流や企業経営者と共同して取り組む実

　　践的なカリキュラムを実施

　④コミュニティビジネス創出助成金

　　提案事業のうち、ビジネスとして継続可能

　　と認められる事業を助成

　　・補 助 率：１/２(上限額：1,000千円)

　　・助成期間：３カ年

　⑤人材バンクの設置

　　各取り組みをサポートする体制を構築

 総合的企業立地 制度改正 〇新たな雇用の創出や地域産業の高度化などを 0 　【６月補正検討】 制度の対象とする業種の考え方等、商工労働部

 促進事業 　もたらす企業誘致をより促進するため、企業 ６月補正予算で再検討 〔企業振興課〕

　立地促進助成金制度の対象業種等を改正

 金融対策事業 45,359,338 〇十分な融資枠の確保と経営革新等新たな企業 43,213,822 ○要求概要のとおり ○制度改正については要求どおり 商工労働部

（中小企業制度融資 　活動を促進するための融資要件の緩和等 ○予算計上額については、近年の〔経営支援課〕

　貸付金） 　〈主な内容〉 　実績等を勘案し、調整

　①長期経営安定緊急資金の設置

　　Ｈ１４設置の長期経営安定資金の需要を勘

　　案し、Ｈ１５においても同様に長期の運転

　　資金を設置

　②構造転換支援資金の融資期間の延長等

　　企業収益が悪化傾向にあるなかで、事業効

　　果を高めるため融資期間を延長（１０年→

　　１２年）

　③経営基盤強化資金の要件緩和

　　年度途中での多額の資金需要がある業種に

　　対応するため、極度額設定可能額の設定ル

　　ールを見直し（拡充）

 経営アドバイザー 80,000 ○経営状況が悪化している中小企業に対し、緊 80,000 ○要求概要のとおり ○要求どおり 商工労働部

 派遣事業 　急的に専門家を派遣し、経営の安定化や新分 　 ［経営支援課］

　野進出への取り組みを支援

【事業の概要】

　・対象企業：直近決算で減収減益など

　・企業負担：無料(但し、３回まで)

　・相談内容：財務管理､ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ､生産管理等

　・相談窓口：県及び地域中小企業支援ｾﾝﾀｰ

　  　 ［ 県 ：しまね産業振興財団］

　 　　［地域：松江､出雲､大田､益田商工会

　　　　　 　　議所、商工会連合会石見支所］

 産業集積経営革新 20,000 ○国の集積活性化法の対象とならない小規模な 20,000 ○要求概要のとおり ○計画に基づく事業に対する補助 商工労働部

 支援事業 　産地の経営革新に向けた取組みを支援 　率の考え方 ［経営支援課］

【計画策定】 　・補助事業終了後の自立的展開

　・対象地区：浜田及び益田地域の金属機械加 　　を促す観点から企業負担は必

　　　　　　　工業 　　要

　・補 助 率：１０/１０(上限額：２百万円) 　・他の既存事業の補助率と同程

【計画に基づく事業】 　　度が妥当

　・対象地区：大田地域の水産練り製品製造業

　　　　　　　横田地域の木材工芸品製造業

　・事業内容：製品開発、販売の多角化、

　　　　　　　人材育成

　・補 助 率：10/10(上限額：１０百万円) 　・補 助 率：２/３(上限額：１０百万円)

　・事業期間：計画策定後３カ年
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　　主 　要 　事 　業 　の 　概 　要
５）産業の振興・雇用の創出

（単位：千円）

新規 事　　業　　名 各 部 局 の 要 求 査   　　定　　   後 査 定 の 考 え 方 所 管 課

事 業 費 概　　　　　要 事 業 費 概　　　　　要

 建設産業経営革新 43,855 ○公共事業費の縮減に伴う影響を緩和するため、 41,223 ○要求概要のとおり ○事業費の精査 商工労働部

 促進事業 　建設業者・建設関連業者の新分野進出、経営 ［経営支援課］

　基盤強化、経営合理化に向けた取組みを支援

【主な事業】 土　木　部

　・新分野進出等に向けた専門的な研修会、シ ［管理課］

　　ンポジウムの開催

　・企業連携、合併などのための無料相談窓口

　　の開設

　・経営指導マニュアルを作成し、商工会・商

　　工会議所指導員による個別指導

　・新分野進出に向けた事業化、市場化調査等

　　を支援

　・合併後引き続き技術者を雇用する場合に、

　　事業主を支援（合併支援助成金制度の創設）

新規  西部高等技術校再 3,000 ○技能修得と資格取得の複合施設を目指す浜田 0 　【６月補正検討】 ○次の点について、内部検討を進 商工労働部

 編整備検討費 　校と益田校の再編統合に向けた検討 　め、一定の方向性を整理した上〔労働政策課〕

　・企業が求める人材、技術校の訓練への要望 　で６月補正検討

　　等のニーズ調査 　・両校現有地の処分等の財源調

　・学識経験者、業界団体、行政を構成員とし 　　達の目処を立てること

　　た検討協議会の開催 　・効率的な整備手法の可能性を

　・先進地視察 　　探ること

　・統合によって見込まれる運営

　　ｺｽﾄ縮減効果を試算すること

　・産業界が求める訓練内容のあ

　　り方を見極めること

 求職活動援助事業 100,695 〇県内企業に求人の確保を呼びかけるとともに、 94,635 ○要求概要のとおり ○求人確保キャンペーンは、一部、商工労働部

　求職者の就職活動を支援 　広報課予算での実施を検討 〔労働政策課〕

【主な事業】 ○求職活動支援センターの体制に

　・求人確保キャンペーン事業 　ついては、現場の状況を見なが

　・再就職活動やる気・元気応援事業 　ら継続検討

　・（新規）求職活動相談支援センターの設置 ○その他、事業費の精査

　　求職者への情報提供及び「再就職活動やる

　　気・元気応援事業」の会場となる拠点を

　　設置（東部～松江、西部～浜田）

　・求職活動援助事業（国委託事業地域外分）

 ふるさと雇用創出 1,000,000 ○厳しい雇用情勢を踏まえ、県独自の雇用創出 1,000,000 ○要求概要のとおり ○要求どおり 商工労働部

 基金積立金 　事業を展開するため、県単独の基金を創設 　 ［労働政策課］

【県単基金の事業内容】

〔要求時事業名〕 　①国の基金を補完する事業

 新緊急地域雇用創 　　国基金事業の採択要件(人件費比率80%､失

 出基金(仮称)造成 　　業者割合75%)を満たさない事業の一部経費

 事業     を補完

　②雇用状況に応じた県独自の事業

　　今後の雇用状況に応じ、国基金では不足す

　　る場合、県独自の雇用創出事業を展開

　③しまね新鮮力創造事業

　　若年者雇用を条件に民間企業等に対し新た

　　な公的サービスを委託

新規  しまね新鮮力創造 100,000 ○民間企業等から提案された公的サービス事業 100,000 ○要求概要のとおり ○人件費割合と事業費上限額 商工労働部

 事業 　を、若年者雇用することを条件に委託 　・１名以上の雇用を条件付けて［労働政策課］

【事業のねらいと効果】 　　いるので、人件費割合までは

　①就職の厳しい若年者の正規雇用への誘導 　　不用

　②民間との協働による行政サービスの補完 　・一定の新規雇用人数が確実と

　③新たなコミュニティビジネスの創出 　　なる制度が必要であり、上限

【事業の概要】 　　額を設定

　・実施主体：市町村

　・提 案 者：民間企業、ＮＰＯ法人等

　　(委託先)

　・要　　件：若年未就職者(１８歳～２５歳)

　　　　　　　１名以上を１年以上の連続雇用

　・補 助 率：１０/１０

　・人件費割合：８０％以上 ○人件費割合を撤廃するとともに、事業費上限

　・事業費上限なし 　額を設定

　・事業期間：Ｈ１５～Ｈ１７ 　・上限額：１事業当たり１０百万円

【想定事業例】

　①高齢者世帯への日用品・食事の宅配ｻｰﾋﾞｽ

　②福祉バス、高齢者・障害者の移送ｻｰﾋﾞｽ


